
市
議
会
議
員
選
挙

臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策
分
）

《
問
合
せ
》
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
23
–
５
４
５
４

《
問
合
せ
》
総
務
課
☎
21
–
９
０
６
８

　

臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策

分
）の
申
請
は
済
ん
で
い
ま
す
か
？

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
期
限

が
迫
っ
て
い
ま
す
。

　

支
給
の
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、

既
に
申
請
書
を
届
け
て
い
ま
す
。

手
元
に
申
請
書
が
あ
り
、
ま
だ
提

出
し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
の
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
給
付
金

が
受
給
で
き
ま
せ

ん
。
必
ず
期
限
内

に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

固
定
資
産
の
異
動
申
告

場所 本庁舎　２階　大会議室、
城崎・竹野・日高・出石・但東の各振興局庁舎

期間 10月23日（月）～28日（土）

時間 午前８時30分～午後８時

その他

○投票は、どこの期日前投票所でもできます。
※投票日当日は、投票所入場整理券に記載の
投票所でしか投票できません。

○投票所入場整理券と期日前投票宣誓書は切り
離さずに、そのままお持ちください。

開
票

日時　10月29日（日）午後９時15分～（即日開票）
場所　市民体育館
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異
動
が
あ
れ
ば
申
告
を

　

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日

に
、固
定
資
産（
土
地
・家
屋
・償
却

資
産
）を
所
有
し
て
い
る
方
が
、そ

の
固
定
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村

に
納
め
る
税
金
で
す
。平
成
29
年
中

に
次
の
よ
う
な
異
動
が
あ
っ
た
場

合
は
、必
ず
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
土
地
の
利
用
状
況
の
変
更　
畑

を
埋
め
立
て
て
資
材
置
場
に
し

た　

な
ど

▼
家
屋
の
新
築
、
増
築
、
取
壊
し

　

住
宅
を
取
り
壊
し
た
、
倉
庫
を

増
築
し
た　

な
ど

▼
家
屋
の
用
途
変
更　
店
舗
を
専

用
住
宅
に
変
更
し
た　

な
ど

▼
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
の
変
更

▼
そ
の
他　
今
年
４
月
に
送
付
し

た「
課
税
明
細
書
」の
内
容
と
比

べ
て
変
更
が
生
じ
た　

な
ど

※
登
記
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、

異
動
の
申
し
出
は
不
要
で
す
。

※
異
動
内
容
は
、
平
成
30
年
度
分

の
課
税
か
ら
反
映
さ
れ
ま
す
。

償
却
資
産
の
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
！

　

平
成
29
年
度
の
申
告
が
ま
だ
の

方
は
、至
急
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
と
は
、事
業
を
営
ん
で
い

る
方
が
、そ
の
事
業
の
た
め
に
所
有
し

て
い
る
資
産（
構
築
物
、機
械
お
よ
び

装
置
、車
両
お
よ
び
運
搬
具
、工
具・

器
具・備
品
な
ど
）で
す
。市
内
に
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、所

有
状
況
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
耐
用
年
数
を
経
過
し
た
も
の
、

前
年
度
か
ら
増
減
が
な
い
場
合

や
該
当
す
る
資
産
が
な
い
場
合

で
も
、
事
業
を
営
ん
で
い
る
限

り
、
毎
年
申
告
が
必
要
で
す
。

※
１
月
２
日
以
降
に
新
た
に
該
当

資
産
を
取
得
し
た
方
は
、
平
成

30
年
度
分
か
ら
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

〜
不
動
産
賃
貸
業
を

　
　
　
　
　
営
ん
で
い
る
方
へ
〜

　

次
の
よ
う
な
事
業
用
資
産（
家

屋
の
評
価
に
含
ま
な
い
も
の
）を

所
有
し
て
い
る
方
は
、
申
告
が
必

要
で
す
。

（
例
）駐
車
場
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗

装
、
フ
ェ
ン
ス
、
側
溝
、
受
変

電
設
備
、
外
灯（
屋
外
配
線
）、

集
合
郵
便
受
け
、
家
具
付
マ
ン

シ
ョ
ン
の
備
品
な
ど

《
問
合
せ
》
税
務
課

☎
21
–
９
０
４
６
ま
た
は
各
振

興
局
市
民
福
祉
課

臨時福祉給付金
（経済対策分）

申請期限
10月31日（火）

 市議会議員選挙

告示日　10月22日（日）
投票日　10月29日（日）
　　　　 午前７時～午後８時
　　　　 ※一部繰上投票所あり

期日前投票
　投票日当日に都合で投票所に行けない方は、期日前投
票ができます。



特
別
弔
慰
金（
戦
没
者
等
遺
族
の
皆
さ
ん
へ
）
《
問
合
せ
》
社
会
福
祉
課
☎
24
–
７
０
３
３

　

ま
た
は
振
興
局
市
民
福
祉
課

第
10
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

お
済
み
で
す
か
？

特
別
弔
慰
金
と
は
、
我
が
国
の

平
和
と
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
戦
没

者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思
い
を
致
し
、

国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表

す
る
た
め
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に

支
給
す
る
も
の
で
す
。

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、
平
成
27
年
４
月
１
日（
基
準

日
）に
お
い
て「
恩
給
法
に
よ
る
公

務
扶
助
料
」や「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年

金
」等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場

合
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の

遺
族
１
人
に
特
別
弔
慰
金
と
し
て

記
名
国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま

だ
、
請
求
し
て
い
な
い
場
合
は
早

め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
対
象
者
順
位

①
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
弔

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

　
（
主
に
戦
没
者
等
の
配
偶
者
）

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の（
１
）父
母（
２
）孫

（
戦
没
者
等
の
死
亡
時
に
出
生

し
て
い
た
方
に
限
る
）（
３
）祖

父
母（
４
）兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
と
の
生
計
関
係
の
有

無
等
で
順
位
が
異
な
り
ま
す
。

④
①
〜
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三

親
等
内
の
親
族（
戦
没
者
等
の

死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以

上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方

に
限
り
ま
す
）

遺
族
の
先
順
位
等
、
詳
細
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
内
容

額
面
25
万
円
の
国
庫
債
券（
年

間
５
万
円
が
、
５
年
に
わ
た
り

受
け
取
れ
ま
す
）

▼
請
求
期
限

平
成
30
年
４
月
２
日（
月
）

※
請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
時
効

に
よ
り
請
求
で
き
な
く
な
り
ま

す
。

※
遺
族
の
誰
か
が

既
に
手
続
き
し

て
い
る
場
合
は
、

改
め
て
手
続
き

す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
請
求
先　
社
会
福
祉
課
ま
た
は

　

各
振
興
局
市
民
福
祉
課

 

10
月
は
里
親
月
間 

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

▼日時
10月31日（火）午後２時～４時
※予約不要

▼場所
県和田山庁舎302会議室

▼内容
恩給、援護年金、特別給付
金等援護福祉制度の個別相
談会
※制度の変更に伴う相談会
ではないため、現在受給
中の方は再申請の必要は
ありません。

▼対象
▽旧軍人で、実際に軍人とし
ての在職期間が３年以上の
方、またはその遺族

▽軍人期間中に公務または勤
務関連で傷病を受け、現在
もこれらの傷病による後遺
症のある方

▽実在年数がはっきりしない
が軍人期間のある方、また
はその遺族

▽戦没者の遺族
《問合せ》県生活支援課

  ☎078-362-3501

軍人恩給等援護制度相談会
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「
里
親
」と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

情
で
家
庭
で
の
養
育
が
困
難
に
な

っ
た
子
ど
も
や
家
庭
を
失
っ
た
子

ど
も
を
自
ら
の
家
庭
に
迎
え
、
深

い
愛
情
と
正
し
い
理
解
で
育
て
て

い
た
だ
く
方
々
で
す
。

　
「
里
親
制
度
」は
児
童
福
祉
法
で

定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
、
本
市

内
で
は
15
世
帯
が
里
親
に
登
録
し
、

内
４
世
帯
が
子
ど
も
を
預
か
り
養

育
し
て
い
ま
す
。

̶

里
親
の
種
類

◆
養
育
里
親　
子
ど
も
が
満
18
歳

に
な
る
ま
で
、
ま
た
は
家
庭
に

戻
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
、

子
ど
も
を
育
て
ま
す
。

　

※
一
定
の
事
前
研
修
が
必
要

◆
養
子
縁
組
里
親　
親
が
養
育
で

き
な
い
子
ど
も
を
養
子
と
し
て

育
て
ま
す
。

◆
親
族
里
親　
子
ど
も
の
三
親
等

以
内
の
親
族（
祖
父
母
、
兄
弟
、

叔
父
･
叔
母
等
）が
里
親
に
な

り
、
子
ど
も
を
育
て
ま
す
。

◆
専
門
里
親　
養
育
里
親
の
う
ち

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
方
が
、

虐
待
な
ど
で
心
身
に
有
害
な
影

響
を
受
け
た
子
ど
も
等
、
特
に

支
援
が
必
要
な
子
ど
も
を
育
て

ま
す
。

　

※
専
門
里
親
の
研
修
が
必
要

◆
週
末
・
季
節
里
親　
週
末
や
正

月
・
夏
休
み
な
ど
に
、
児
童
養

護
施
設
の
子
ど
も
た
ち
を
一
時

的
に
預
か
り
ま
す
。

̶

里
親
に
支
給
さ
れ
る
費
用

　

国
で
定
め
ら
れ
た
基
準
で
、
里

親
手
当
、
生
活
費
、
学
校
教
育
費
、

子
ど
も
の
医
療
費
な
ど
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

̶

里
親
に
な
る
に
は

　

詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
☎
22
–
４
３
１
４


